
 

一 

 
 

 

平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
及
び
平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会

特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
新
旧
対
照
表 

○ 

平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関

係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

現 
 

 

行 

目
次 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
） 

 

第
二
章 

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大

会
推
進
本
部
（
第
二
条
―
第
十
二
条
） 

 

第
三
章 

基
本
方
針
等
（
第
十
三
条
・
第
十
三
条
の
二
） 

 

第
四
章 

大
会
の
円
滑
な
準
備
及
び
運
営
の
た
め
の
支
援
措
置
等 

 
 

第
一
節 

国
有
財
産
の
無
償
使
用
（
第
十
四
条
） 

 
 

第
二
節 

寄
附
金
付
郵
便
葉
書
等
の
発
行
の
特
例
（
第
十
五
条
） 

 
 

第
二
節
の
二 

電
波
法
の
特
例
（
第
十
五
条
の
二
） 

 
 

第
三
節 

組
織
委
員
会
へ
の
国
の
職
員
の
派
遣
等
（
第
十
六
条
―
第
二
十

八
条
） 

 

第
五
章 

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
の
特
例
（
第
二
十
九
条
） 

 

附
則 

  
 

 
 

第
二
節
の
二 

電
波
法
の
特
例 

第
十
五
条
の
二 

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
百
三
条

目
次 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
） 

 

第
二
章 

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大

会
推
進
本
部
（
第
二
条
―
第
十
二
条
） 

 

第
三
章 

基
本
方
針
等
（
第
十
三
条
・
第
十
三
条
の
二
） 

 

第
四
章 

大
会
の
円
滑
な
準
備
及
び
運
営
の
た
め
の
支
援
措
置
等 

 
 

第
一
節 

国
有
財
産
の
無
償
使
用
（
第
十
四
条
） 

 
 

第
二
節 

寄
附
金
付
郵
便
葉
書
等
の
発
行
の
特
例
（
第
十
五
条
） 

  
 

第
三
節 

組
織
委
員
会
へ
の
国
の
職
員
の
派
遣
等
（
第
十
六
条
―
第
二
十

八
条
） 

 
 

附
則 

  
 

 
 

（
新
設
） 

（
新
設
） 



  

二 

第
一
項
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
六
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
百
三
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
か
ら

第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
組
織
委
員
会
に
は
、
専
ら
大
会
の
準
備
及
び
運
営

に
関
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
無
線
局
に
関

し
て
は
適
用
し
な
い
。 

  
 

 

第
五
章 

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
の
特
例 

第
二
十
九
条 

平
成
三
十
二
年
の
国
民
の
祝
日
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
国
民
の
祝
日

を
い
う
。
）
に
関
す
る
同
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
条
海
の

日
の
項
中
「
七
月
の
第
三
月
曜
日
」
と
あ
る
の
は
「
七
月
二
十
三
日
」
と
、
同

条
山
の
日
の
項
中
「
八
月
十
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
八
月
十
日
」
と
、
同
条
体

育
の
日
の
項
中
「
十
月
の
第
二
月
曜
日
」
と
あ
る
の
は
「
七
月
二
十
四
日
」
と

す
る
。 

 

       
 

 

（
新
設
） 

（
新
設
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三 

○ 

平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

目
次 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
） 

 

第
二
章 

寄
附
金
付
郵
便
葉
書
等
の
発
行
の
特
例
（
第
二
条
） 

 

第
二
章
の
二 

電
波
法
の
特
例
（
第
二
条
の
二
） 

 

第
三
章 

組
織
委
員
会
へ
の
国
の
職
員
の
派
遣
等
（
第
三
条
―
第
十
五
条
） 

 

附
則 

  
 

 

第
二
章
の
二 

電
波
法
の
特
例 

第
二
条
の
二 

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
百
三
条
第

一
項
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
六
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
百
三
条
の
二
第
一
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定

は
、
組
織
委
員
会
に
は
、
専
ら
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
の
準
備
及

び
運
営
に
関
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
無
線

局
に
関
し
て
は
適
用
し
な
い
。 

 
目
次 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
） 

 

第
二
章 

寄
附
金
付
郵
便
葉
書
等
の
発
行
の
特
例
（
第
二
条
） 

  

第
三
章 

組
織
委
員
会
へ
の
国
の
職
員
の
派
遣
等
（
第
三
条
―
第
十
五
条
） 

 

附
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（
新
設
） 

（
新
設
） 

 
 

  


